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申請期間

>4・5月分：6月16日 (水 ) ～ 8月15日 (日 )
>6月分：7月1日 (木 ) ～ 8月31日 (火 )

各種支援金・協力金があります
①月次支援金 (経済産業省 ) ②中小企業者等月次支援給付金

   ( 東京都 )

個人事業者等の場合：上限 10万円 /月
(2019 年または 2020 年の基準月※1の売上 )ー
(2021 年の対象月※2の売上 )
※1
2019 年または 2020 年における対象月と同じ月。
※2
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置（以下「対象
措置」という）が実施された月のうち、
対象措置の影響を受けて、2019 年または 2020 年の同
月比で、売上が 50％以上減少した 2021 年の月。

※地方公共団体による対象月における休業・時短営業
の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業
者は給付対象外
※一時支援金を受給された方は登録確認機関での
事前確認不要！

月次支援金事務局 相談窓口
☎0120-211-240

お問合せ

給付額
国の月次支援金に対して支給金額を加算（上乗せ）
するとともに、
国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大（横
出し）して、都独自に給付されます。

▶給付金額などの詳細は以下のURLをご覧
ください。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohapp
yo/press/2021/06/07/25.html

7 月

特設サイト
開設予定

東京都産業労働局商工部調整課
☎03-5320-4672

お問合せ

▶7月26日 (月 )・27日 (火 )・28日 (水 )

※ご都合がつかない方は、別日で個別相談も承っております。

▶9月6日 (月 )・7日 (火 )・8日 (水 )

次回の新規入会者説明会
7 月より簡易帳簿の説明も
行います !

是非ご参加ください♪
※お電話でご予約ください。(当日受付も可能ですが、満席の
場合はご遠慮させていただきますのでご了承ください。)



第 9回　定時総会

　5月 26 日 ( 水 )、グリーンパレスに於いて「第 9回定時総会」を行いました。
　会長の挨拶に始まり、議案事項は無事承認されました。
　当日は感染症対策のため規模を縮小して行いました。ご参加いただいた皆さまありがとうございました。
　なお、当日の資料は事前に送付させていただいたものか、当会HP
(https://edokita-aoiro.org/archives/3606)よりご確認ください。

第 9回　定時総会次第

議事録署名人選任に関する件

議案

第１号議案

2020 年度（令和２年度）事業報告書及び

　　　　　収支計算書承認及び監査報告の件

報告事項

報　告（１）

2021 年度（令和３年度）事業計画書と

　　　　　　　　　　　収支予算書報告の件

報　告（２）

その他
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事務局よりお知らせ
・会館前の路上駐車・待機駐車はご遠慮
ください。
　当会の駐車場をご利用いただくか、満車の場合は
　近隣のコインパーキングへお停めください。

会計ソフト説明会 追加開催！
ご好評につき同説明会を下記の日程でも開催します。
お電話にてご予約ください。

【日時】※全て 9:30 ～開始

7 月 15 日 ( 木 )・16 日 ( 金 )
・19 日 ( 月 )・20 日 ( 火 )

【場所】当会事務局 3階

・当会を退会・保険の解約をご希望の場合、
　必ず退会届もしくは解約届へのご記入
が必要となります。
   まずは当会へお電話ください。

筆記用具のみのご持参で受講いただけます。



専門家による

税理士無料相談会

相談日
   7 月    7 日（水）

10 月    6 日（水）

予約時間
①　10：00
②　11：00
③　13：00

東京税理士会江戸川北支部の
税理士先生と個別に

税に関する相談が行えます。

司法書士無料相談会
司法書士先生と

個別に相談が行えます。
事業継承や相続登記のご相談に!

相談日

ご予約ください
TEL  03-3656-0621無料相談会のお知らせ

10 月  12 日（火）

  7 月  13 日（火）

   8 月    4 日（水） 8月  10 日（火）

9月    1 日（水） 9月  14 日（火）

予約時間

※相談時間は30分毎となります。

①　10 時台
②　11時台
③　13時台
④　14時台
⑤　15時台

④　14：00
⑤　15：00
⑥　16：00

6 月より再開！

6 月 1日 ( 火 ) より、青色アプリが新しくなりました。
今秋より、待望の来局予約が可能になります！ ( 予定 )
この機会に是非ダウンロードしてください。

◀リニューアル後のアイコンです。

▲詳しいダウンロード方法は
　同封のリーフレットをご覧ください。

Apple Store か
Google Play にて

※既存のweb版アプリをご利用中の方も、新たにアプリ版のダウンロードが
必要となります。

今すぐ !!

青色アプリがリニューアル！
● ●

※既にこのアイコンになっている方は設定が
    お済みなので、再ダウンロード不要です。

● ●

QRコードからでもダウンロードできます◎

青色アプリでできること ( 一例 )

・会報誌よりも素早い情報提供
・会報誌がスマホで手軽に閲覧
・会員証の提示



源泉相談はお済みですか？

同相談は
7 月 12 日 ( 月 ) まで  です。
お済みでない方はお電話でご予約ください。
※源泉のみの 30分 / 回となります。

▶▶事務局カレンダー

職員研修のため休館

税理士無料相談会源泉相談

7月   30 日

司法書士無料相談会

6月   28 日～7月   12 日

7 月     7 日

7 月   13 日

7 月   15 日・16 日
・19 日・20 日 会計ソフト説明会

税理士無料相談会

 
 

 
 
 
 

環境負荷の小さい次世代自動車の取得を税制面から支援するため、電気自動車等を取得した

場合に初回新規登録を受けた年度及び翌年度から５年度分の自動車税種別割を免除する措置

を、５年間延長します。対象は令和８年３月３１日までに取得したものとなります。あわせ

て、本措置の名称が「ＺＥＶ導入促進税制」に変更されます。

◆対象となる自動車 

〇 電気自動車（ＥＶ） 

〇 プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）   

〇 燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

 
  

 

都税事務所の職員を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭をだまし取ろうとする事例が発生してい

ます。

相手の電話番号が非通知表示であるなど、不審に感じた場合は即答せずに必ず一度電話を切り、主税局総

務部総務課相談広報班（ ）までご連絡ください。

また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察にご連絡ください。

＜手口＞

「○○都税事務所の○○です」または「○○都税事務所の者です」と職員を装って電話をかけてきます。その後、以下の事例のよ

うに個人情報を聞きだそうとします。

【事例１】

・「税務調査を行っているので、納税者の情報について確認したい」と質問してくる。

・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。

【事例２】

・「誤って督促状を送付してしまった。納税者の情報について再確認したい」と質問をしてくる。

・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。

【事例３】

・「税金が還付されます」、「払いすぎた医療費をお返しします」とだまし、ＡＴＭに誘い出す。

・ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に電話するように指示する。

・指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭの操作を言葉巧みに指示し、お金を振り込ませる。

上記の事例では、共通して“非通知”で電話をかけてくるようです。

東京都主税局及び都税事務所では、非通知で電話をかけることは絶対にありません。非通知で電話をかけ

てきたり、還付のためにＡＴＭの操作を求められたら、それは「にせ都税職員」です。十分ご注意ください。 
 
 

 

【お問合せ先】 主税局総務部総務課相談広報班

江戸川都税事務所からのお知らせ 

自動車税種別割に係る課税免除の期間が延長されました

＝ ゼロエミッションビークル 

（ＺＥＶ）  

【お問合せ先】東京都自動車税コールセンター

（平日 時～ 時）

 

7 月   26 日～7月   28 日 新規入会者説明会


